
	 各	 位	 

佐倉剣道連盟	 

会	 長	 	 川	 邉	 慎	 一	 

錬士・教士称号認定会の実施について	 

	 みだしの認定会を下記のとおり実施致します。	 

	 各団体にあたっては受審資格に該当する会員に周知せられ、手続き下さるようお願

い致します。	 

記	 

【【	 	 錬錬士士認認定定会会	 	 】】	 	 

	 １	 認定会期日	 

	 	 	 平成３１年２月１６日（土）	 	 

受	 付	 午前９時００分～９時２０分	 【	 	 時時	 	 間間	 	 厳厳	 	 守守】】	 

開	 会	 午前９時２０分	 

注注））会会場場のの都都合合にによよりり午午後後かからら午午前前へへ変変更更	 

	 ２	 認定会会場	 千千葉葉経経済済大大学学附附属属高高等等学学校校	 自彊館（武道場）	 

	 	 	 	 	 	 	 〒263-8585	 千葉市稲毛区轟町 4-3-30	  

※	 駐車台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせて頂くか 公共交通機関

をご利用下さい。 

	 ３	 申込資格	 

	 	 	 (1)	 平成３０年５月３１日以前に六段を取得した者及び特例該当者。	 

	 	 	 (2)	 六段取得後、県主催以上の講習会を３回（内１回は地区連盟主催の講習会	 

	 	 	 	 	 でも良い）以上受講した者。	 

	 ４	 認定方法	 

	 	 	 実科並びに日本剣道形の実技審査、及び講習手帳の確認。	 

	 ５	 申込方法	 

	 	 	 各地区連盟一括所定の申込書に本人用申請書（自筆）を添付のこと。	 

	 ６	 申込期日	 

	 	 	 平成３１年２月４日（月）	 

	 ７	 申込先	 

	 	 	 〒284-0044	 四街道市和良比 257-1	 佐倉剣道連盟事務局	 

	 ８	 その他	 

	 	 	 (1)提出物	 

	 	 	 	 ①①申申込込時時にに講講習習手手帳帳をを提提出出ののこことと。。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ②②全全剣剣連連指指定定のの小小論論文文はは、、受受審審者者がが認認定定会会当当日日持持参参ののこことと。。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 ※用紙・封筒等全剣連指定のものを使用し記入すること。	 

	 	 	 (2)申込料	 

	 	 	 	 	 ①錬士認定料	 １０，０００円	 

（団体でまとめて申込時に佐倉剣連に納入のこと）	 

	 	 	 	 	 ②全剣連審査料	 １２，０００円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （認定会合格者のみ当日千剣連に各自納入のこと）	 

	 ＊	 小論文の内容については、錬士称号審査会要項（受審者用）を参照のこと。	 



	 	 

【【	 	 教教士士認認定定会会	 	 】】	 	 

	 １	 認定会期日	 

	 	 	 平成３１年２月１６日（土）	 	 

受	 付	 午前９時００分～９時２０分	 【	 	 時時	 	 間間	 	 厳厳	 	 守守】】	 

開	 会	 午前９時２０分	 

注注））会会場場のの都都合合にによよりり午午後後かからら午午前前へへ変変更更	 

	 ２	 認定会会場	 千千葉葉経経済済大大学学附附属属高高等等学学校校	 自彊館（武道場）	 

	 	 	 	 	 	 	 〒263-8585	 千葉市稲毛区轟町 4-3-30	  

※	 駐車台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせて頂くか 公共交通機関

をご利用下さい。 

	 

	 ３	 申込資格	 

	 	 	 (1)	 平成２９年５月３１日以前に七段を取得した者及び特例該当者。	 

	 	 	 (2)	 七段取得後、県主催以上の講習会を５回以上受講した者。	 

	 ４	 認定方法	 

	 	 	 実科並びに日本剣道形の実技審査、及び講習手帳の確認。	 

	 ５	 申込方法	 

	 	 	 各各団団体体一一括括所所定定のの申申込込書書にに本本人人用用申申請請書書（（自自筆筆））をを添添付付ののこことと。。	 	 

（全剣連筆記試験会場希望地を必ず記入のこと）	 

	 ６	 申込期日	 

	 	 	 平成３１年２月４日（月）	 

	 ７	 申込先	 

	 	 	 〒284-0044	 四街道市和良比 257-1	 佐倉剣道連盟事務局	 

	 ８	 その他	 

	 	 	 (1)提出物	 

	 	 	 	 	 申込時に講習手帳を提出のこと。	 

	 	 	 (2)申込料	 

	 	 	 	 	 ①教士認定料	 １２，０００円	 

（団体でまとめて申込時に佐倉剣連に納入のこと）	 

	 	 	 	 	 ②全剣連審査料	 １５，０００円	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （認定会合格者のみ当日千剣連に各自納入のこと）	 

	 ＊	 全剣連審査については、教士称号審査会要項（受審者用）を参照のこと。	 

【	 錬士・教士	 共通事項	 】	 

★	 社会体育中級・上級取得者は認定書の写しを添付すること。	 

	 （認定者は実技審査免除	 及	 認定料半額）	 

	 ★	 自筆による個人申請書は、錬士用・教士用各々専専用用用用紙紙をを使使用用のこと。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 →	 ホームページから印刷可能	 

	 ★	 受審資格の講習について	 

	 	 	 平成３１年１月２６日実施「幼少年剣道指導者講習会」受講分までが対象。	 


